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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）  
核燃料物質使用施設等保安規定の変更認可申請について  

 
 
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条第１項の規定に基

づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）核燃料物質使

用施設等保安規定について、別紙のとおり変更認可を申請します。 

 



別紙 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区） 

核燃料物質使用施設等保安規定の変更 

 

 

この保安規定に係る変更の内容及び変更の理由は、次のとおりである。 

なお、変更の内容等の詳細は、別添に示す。 

 

１. 変更の内容 

（１）核燃料物質使用変更許可申請による使用の目的及び作業フローチャートの変更に伴う変更 

核燃料物質使用変更許可申請による使用目的及び作業フローチャートの変更（令和３年５月２

６日許可）に伴い、第６編第１７条第３項の「ホットラボ課長は、第６条に定める核燃料物質の

最大取扱量及び第１９条の規定にかかわらず、第１８条第４項に定める核燃料物質を貯蔵した容

器の定期点検並びに第１８条第１項に定める核燃料物質の貯蔵の確認及び核燃料物質の搬出に係

る作業を除き、第１０条及び第１１条に定める核燃料物質の取扱い作業を行わない。また、第１

項の規定にかかわらず、核燃料物質を受け入れない。」を「ホットラボ課長は、第１項の規定に

よりＪＭＴＲから核燃料物質の受入れを行う。」に変更する。 

 

（２）核燃料物質使用変更許可との整合（使用施設の設備のうち、使用を終了した維持管理中の設

備の管理の追加） 

第６編第３章「保守管理」に第１６条の２「使用を終了した維持管理中の設備の管理」、別表

第７の２「使用を終了した維持管理中の設備の管理（第１６条の２関係）」として、使用を終了

した維持管理中の設備の管理について記載を追加する。 

 

（３）核燃料物質使用変更許可との整合（使用目的の変更に伴い今後使用しない機器の削除） 

第６編別表第１「核燃料物質の最大取扱量（第６条関係）」から使用場所「遮へい型 X線マイ

クロアナライザー」、最大取扱量「７４ＧＢｑ」、１１０ＧＷｄ／ｔ－Ｕ 高燃焼度燃料取扱量

「７４ＧＢｑ」、天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン、プルトニウム、トリウム、ウラン―２

３３「－」の記載を削除する。 

 

（４）核燃料物質使用変更許可との整合による部屋名の変更及びグローブボックスの削除 

第６編別図（その１）「ホットラボ１階平面図」について、「Ｂｅ特性試験室」を「微細組織

解析室」に名称変更及びグローブボックス「№１、№２,３、№４、№５、№６」の記載を削除す

る。 

 

（５）使用施設の使用上の制限の変更等 

第７編第６条「使用施設の使用上の制限」について記載を変更する。また、第７編別表第

１の３「開封点検及び安定化処理に関する作業における作業員の力量（第６条関係）」を削

除する。 

 

（６）フード及び１０８号室の保安措置の変更 

第７編第６条の２「フード及び１０８号室の保安措置」について、「核燃料物質を取り扱

わない維持管理設備及び１０８号室の保安措置」に見直し、核燃料物質を取り扱わない維持

管理設備のグローブボックスの追加に係る表記の見直しを行う。 

 



（７）核燃料物質を取り扱わない維持管理設備の管理に係る見直し 

第７編第８条「負圧の維持」、第１３条の３「施設管理の重要度が高い系統に対する定量

的な目標の策定」、別表第２「警報装置の作動条件（第７条関係）」、別表第４「保安上重

要な設備等（第９条、第１２条関係）」及び別表第７「巡視（第１７条関係）」について、

核燃料物質を取り扱わない維持管理設備を、他の燃料研究棟で所掌する設備・機器と同様に

管理することに係る表記の見直しを行う。 

 

（８）放射性廃棄物でない廃棄物の管理の追加 

第７編第７章第２６条「放射性廃棄物でない廃棄物の管理」を追加する。 

 

（９）グローブボックスの最大取扱量の変更 

第７編別表第１の１「最大取扱量（グローブボックス）（第６条、第２０条関係）」につ

いて一部記載を削除する。 

また、911-Dグローブボックスの最大取扱量を変更する。 

 

（１０）実験室等の最大取扱量の変更 

第７編別表第１の２「最大取扱量（実験室等）（第６条、第２０条関係）」について、使

用場所を変更する。 

 

（１１）核燃料物質を取り扱わない維持管理設備の対象を示す別表の追加 

第７編別表第１の３「フード及びグローブボックスの核燃料物質を取り扱わない維持管理

設備（第６条の２関係）」を追加する。 

 

（１２）核燃料物質の貯蔵制限量の変更 

第７編別表第９「核燃料物質の貯蔵制限量（第１９条、第２０条関係）」について、燃料

棒貯蔵箱に係る記載を削除する。 

 

（１３）燃料研究棟平面図の変更 

第７編別図「燃料研究棟平面図（１、２階）」について、保管廃棄施設を追加する。 

 

（１４）記載の適正化に係る変更 

第６編別表第１「核燃料物質の最大取扱量（第６条関係）」の「濃縮ウラン」を「濃縮ウラン

（U-235)」に変更する。 

その他、表記の見直しを行う。 

 

２. 変更の理由 

（１）核燃料物質使用変更許可申請による使用の目的及び作業フローチャートの変更に伴う変更 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区） （施設編）ホットラボ（施設番号２）

の２.使用の目的及び方法に係る使用の目的及び図２－１ 作業フローチャートの記載の変更に

伴い記載の整合を図るため。 

 

（２）核燃料物質使用変更許可との整合（使用施設の設備のうち、使用を終了した維持管理中の設

備の管理の追加） 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区） （施設編）ホットラボ（施設番号２）

の７－４.使用施設の設備のうち、使用を終了した維持管理中の設備との記載の整合を図るため。 



 

（３）核燃料物質使用変更許可との整合（使用目的の変更に伴い今後使用しない機器の削除） 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区） （施設編）ホットラボ（施設番号２）

の表２－１コンクリートセル及び顕微鏡鉛セル等の最大取扱量との記載の整合を図るため。 

 

（４）核燃料物質使用変更許可との整合による部屋名の変更及びグローブボックスの削除 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区） （施設編）ホットラボ（施設番号２）

の図７－１ ホットラボ１階平面図との記載の整合を図るため。 

 

（５）使用施設の使用上の制限の変更等 

酸化物原料粉を Pu+235U 量で 220g を超えて封入するプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器内

の金属容器を詰め替える作業（以下「金属容器詰替え作業」という。）に係る核燃料物質使

用変更許可申請書との整合のため。 

 

（６）フード及び１０８号室の保安措置の変更 

核燃料物質を取り扱わない維持管理設備のグローブボックスを追加するため。 

 

（７）核燃料物質を取り扱わない維持管理設備の管理に係る見直し 

核燃料物質を取り扱わない維持管理設備の管理を明確化するため。 

 

（８）放射性廃棄物でない廃棄物の管理の追加 

燃料棒貯蔵箱を解体・撤去することに伴い、放射性廃棄物でない廃棄物の管理を明確化す

るため。 

 

（９）グローブボックスの最大取扱量の変更 

核燃料物質の使用を終了したグローブボックスについて、核燃料物質を取り扱わない維持

管理設備とするため。また、金属容器詰替え作業を実施するため。 

 

（１０）実験室等の最大取扱量の変更 

保管廃棄施設の追加に伴い、廃棄物非破壊計量を行う実験室を変更するため。 

 

（１１）核燃料物質を取り扱わない維持管理設備の対象を示す別表の追加 

フード及びグローブボックスの核燃料物質を取り扱わない維持管理設備を明記するため。 

 

（１２）核燃料物質の貯蔵制限量の変更 

燃料棒貯蔵箱を撤去するため。 

 

（１３）燃料研究棟平面図の変更 

保管廃棄施設を追加するため。 

 

（１４）記載の適正化に係る変更 

核燃料物質使用変更許可申請書 大洗研究所（北地区） （施設編）ホットラボ（施設番号２）

の表２－１コンクリートセル及び顕微鏡鉛セル等の最大取扱量との記載の整合を図るため。 

その他、記載の適正化を図るため。 

 



３. 施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行する。ただ

し、変更後の第７編別表第１の２に示す１１１号室の廃棄物非破壊計量及び別図に示す１１

２号室の保管廃棄施設は、使用前確認証の交付を受けた日の翌日から施行する。 

 

以上 



別 添    
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○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線部分又は は変更部分） 

- 1 -

変更前 変更後 備考 

目次 

第１編～第５編 （省略） 

第６編 ホットラボの管理 

第１章 通則（第１条－第５条） 

第２章 使用の管理 

第１節 使用上の制限（第６条） 

第２節 使用上の条件（第７条・第８条） 

第３節 作業上の確認（第９条－第１１条） 

第３章 保守管理（第１２条－第１６条） 

第４章 核燃料物質の管理（第１７条－第１９条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置が作動した場合の措置（第２０条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第２１条） 

第３節 地震又は火災時の措置 

第６章 放射線管理（第２２条－第２４条） 

（別表） 

（別図） 

第７編 燃料研究棟の管理 

第１章 通則（第１条－第５条） 

第２章 使用の管理 

第１節 使用上の制限（第６条－第６条の３） 

第２節 使用上の条件（第７条・第８条） 

第３節 作業上の確認（第９条－第１２条） 

第３章 保守管理（第１３条－第１７条） 

第４章 核燃料物質の管理（第１８条－第２０条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置が作動した場合の措置（第２１条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第２２条） 

第３節 地震又は火災時の措置 

第６章 放射線管理（第２３条－第２５条） 

（別表） 

（別図） 

第８編～附則 （省略） 

目次 

第１編～第５編 （変更なし） 

第６編 ホットラボの管理 

第１章 通則（第１条－第５条） 

第２章 使用の管理 

第１節 使用上の制限（第６条） 

第２節 使用上の条件（第７条・第８条） 

第３節 作業上の確認（第９条－第１１条） 

第３章 保守管理（第１２条－第１６条の２） 

第４章 核燃料物質の管理（第１７条－第１９条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置が作動した場合の措置（第２０条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第２１条） 

第３節 地震又は火災時の措置 

第６章 放射線管理（第２２条－第２４条） 

（別表） 

（別図） 

第７編 燃料研究棟の管理 

第１章 通則（第１条－第５条） 

第２章 使用の管理 

第１節 使用上の制限（第６条－第６条の２） 

第２節 使用上の条件（第７条・第８条） 

第３節 作業上の確認（第９条－第１２条） 

第３章 保守管理（第１３条－第１７条） 

第４章 核燃料物質の管理（第１８条－第２０条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置が作動した場合の措置（第２１条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第２２条） 

第３節 地震又は火災時の措置 

第６章 放射線管理（第２３条－第２５条） 

第７章 放射性廃棄物でない廃棄物の管理（第２６条） 

（別表） 

（別図） 

第８編～附則 （変更なし） 

変更に伴う見直し 

変更に伴う見直し 

変更に伴う見直し 



○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）核燃料物質使用施設等保安規定 新旧対照条文（下線部分又は は変更部分） 

- 2 -

変更前 変更後 備考 

第１編 総則 

第１条～第３５条 （省略） 

別表第１～別表第１０ （省略） 

別表第１１（１）核燃料物質の使用等に関する記録（第３３条関係） 

核燃料物質の使用等に関する規則第２条の１１に定める記録 

記録事項 記録すべき場合 記録責任者 保存責任者 保存期間 

１．使用施設等の施設管理（核燃料使

用規則第２条の１１の７に規定する

ものをいう。以下この表において同

じ。）に係る記録 

(ｲ)使用前確認の結果

（第２編第３４条の２、第４編第９条

の２、第５編第２０条、第６編第１４

条の２、第７編第１５条の２、

第８編第１６条の２）

３．操作記録（安全上重要な施設（使

用許可基準規則第１条第２項第４号

に規定するものをいう。）に係るも

のに限る（ハを除く。）。） 

(ｲ)使用施設における核燃料物質の種

類別の使用量及び使用の日時

(ﾛ)使用施設等の操作開始及び操作停

止の時刻

(ﾊ)警報装置から発せられた警報の内

容（令第41条各号に掲げる核燃料物

質に係るものに限る。）

（注３、注４）

（第２編第３３条、第５編第１８条、

第３２条、第６編第７条、第１３条、

第２４条、第７編第７条、第２５条、

第８編第２５条）

(ﾆ)使用施設等の操作責任者及び操作

員の氏名並びにこれらの者の交代の

時刻

確認の都度 

使用の都度（連

続式にあっては

連続して） 

開始及び停止の

都度 

その都度 

操作の開始及び

交代の都度 

施設管理者 

 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

同一事項に関す

る次の確認のと

きまでの期間 

１年間 

１年間 

１年間 

１年間 

注１：保管廃棄施設に保管した後、廃棄物管理施設に引き渡す。 

注２：第３編第１１条の３の固体廃棄物を廃棄する課長又は共用の廃棄物容器に収納さ

れる固体廃棄物については管理区域管理者 

注３：核燃料物質使用許可申請書に記載する警報についても記録を行う。 

注４：検査、点検、保守、訓練及び設備の起動・停止に伴う警報で、異常ではないこと

が明らかなものを除く。 

別表第１１（２） （省略） 

別図第１～別図第３ （省略） 

第１編 総則 

第１条～第３５条 （変更なし） 

別表第１～別表第１０ （変更なし） 

別表第１１（１）核燃料物質の使用等に関する記録（第３３条関係） 

核燃料物質の使用等に関する規則第２条の１１に定める記録 

記録事項 記録すべき場合 記録責任者 保存責任者 保存期間 

１．使用施設等の施設管理（核燃料使

用規則第２条の１１の７に規定する

ものをいう。以下この表において同

じ。）に係る記録 

(ｲ)使用前確認の結果

（第２編第３４条の２、第４編第９条

の２、第５編第２０条、第６編第１４

条の２、第７編第１５条の２、

第８編第１６条の２）

３．操作記録（安全上重要な施設（使

用許可基準規則第１条第２項第４号

に規定するものをいう。）に係るも

のに限る（ハを除く。）。） 

(ｲ)使用施設における核燃料物質の種

類別の使用量及び使用の日時

(ﾛ)使用施設等の操作開始及び操作停

止の時刻

(ﾊ)警報装置から発せられた警報の内

容（令第41条各号に掲げる核燃料物

質に係るものに限る。）

（注３、注４）

（第５編第３２条、第６編第７条、第

２４条、第７編第７条、第２５条、第

８編第２５条）

(ﾆ)使用施設等の操作責任者及び操作

員の氏名並びにこれらの者の交代の

時刻

確認の都度 

使用の都度（連

続式にあっては

連続して） 

開始及び停止の

都度 

その都度 

操作の開始及び

交代の都度 

施設管理者 

 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

施設管理者 

同一事項に関す

る次の確認のと

きまでの期間 

１年間 

１年間 

１年間 

１年間 

注１：保管廃棄施設に保管した後、廃棄物管理施設に引き渡す。 

注２：第３編第１１条の３の固体廃棄物を廃棄する課長又は共用の廃棄物容器に収納さ

れる固体廃棄物については管理区域管理者 

注３：核燃料物質使用許可申請書に記載する警報についても記録を行う。 

注４：検査、点検、保守、訓練及び設備の起動・停止に伴う警報で、異常ではないこと

が明らかなものを除く。 

別表第１１（２） （変更なし） 

別図第１～別図第３ （変更なし） 

記載の適正化 

（途中省略） 

（以下省略） 

（途中省略） 

（以下省略） 
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変更前 変更後 備考 

第２編 放射線管理 

第１条～第３５条 （省略） 

別表第１～別表第１３ （省略） 

別図第１（その１）～別図第２ （省略） 

別記様式第１～別記様式第３ （省略） 

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

第１条～第１５条 （省略） 

別表第１～別表第１０ （省略） 

第４編 廃棄物移送設備の管理 

第１条～第１４条 （省略） 

別表第１～別表第２ （省略） 

第５編 ＪＭＴＲの管理 

第１条～第３４条 （省略） 

別表第１～別表第１５ （省略） 

別図（その１）～別図（その１３） （省略） 

第２編 放射線管理 

第１条～第３５条 （変更なし） 

別表第１～別表第１３ （変更なし） 

別図第１（その１）～別図第２ （変更なし） 

別記様式第１～別記様式第３ （変更なし） 

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

第１条～第１５条 （変更なし） 

別表第１～別表第１０ （変更なし） 

第４編 廃棄物移送設備の管理 

第１条～第１４条 （変更なし） 

別表第１～別表第２ （変更なし） 

第５編 ＪＭＴＲの管理 

第１条～第３４条 （変更なし） 

別表第１～別表第１５ （変更なし） 

別図（その１）～別図（その１３） （変更なし） 
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変更前 変更後 備考 

第６編 ホットラボの管理 

第１条～第１６条 （省略） 

 

 

 

 

 

 

第４章 核燃料物質の管理 

（使用等の制限） 

第１７条 ホットラボ課長は、核燃料物質を受け入れるときは、次の各号に掲げるところによ

り、法第５２条の規定により許可を受けた年間予定使用量（以下「年間予定使用量」とい

う。）を超えないようにして行う。 

 (1) いかなる時点においても、受け入れようとする核燃料物質の量と在庫量との和が年間

予定使用量（最大存在量）を超えないこと。 

 (2) １年間に受け入れる核燃料物質の量が年間予定使用量（延べ取扱量）を超えないこと。 

２ 前項の年間予定使用量は、別表第８に掲げるとおりとする。 

３ ホットラボ課長は、第６条に定める核燃料物質の最大取扱量及び第１９条の規定にかかわ

らず、第１８条第４項に定める核燃料物質を貯蔵した容器の定期点検並びに第１８条第１項

に定める核燃料物質の貯蔵の確認及び核燃料物質の搬出に係る作業を除き、第１０条及び第

１１条に定める核燃料物質の取扱い作業を行わない。また、第１項の規定にかかわらず、核

燃料物質を受け入れない。 

 

第１８条～第２４条 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６編 ホットラボの管理 

第１条～第１６条 （変更なし） 

 

（使用を終了した維持管理中の設備の管理） 

第１６条の２ ホットラボ課長は、使用を終了した維持管理中の設備について、別表第７の２

に掲げるところにより維持管理状態を点検する。 

 

 

第４章 核燃料物質の管理 

（使用等の制限） 

第１７条 ホットラボ課長は、核燃料物質を受け入れるときは、次の各号に掲げるところによ

り、法第５２条の規定により許可を受けた年間予定使用量（以下「年間予定使用量」とい 

う。）を超えないようにして行う。 

 (1) いかなる時点においても、受け入れようとする核燃料物質の量と在庫量との和が年間 

予定使用量（最大存在量）を超えないこと。 

 (2) １年間に受け入れる核燃料物質の量が年間予定使用量（延べ取扱量）を超えないこと。 

２ 前項の年間予定使用量は、別表第８に掲げるとおりとする。 

３ ホットラボ課長は、第１項の規定によりＪＭＴＲから核燃料物質の受入れを行う。 

 

 

 

 

 

第１８条～第２４条 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質使用変更許可と

の整合（使用施設の設備のう

ち、使用を終了した維持管理

中の設備の管理の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質使用変更許可申

請による使用の目的及び作

業フローチャートの変更に

伴う変更 
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変更前 変更後 備考 

別表第１ 核燃料物質の最大取扱量（第６条関係） 

使用場所 最大取扱量 １１０ＧＷｄ

／ｔ－Ｕ 

高燃焼度燃

料取扱量 

天然ウラン 劣化ウラ

ン 

濃縮ウラン プルト

ニウム

トリ

ウム

ウラン－

２３３ ５ ％ 

未満 

５ ％ 以

上 

２ ０ ％

未満 

２０％

以上 

コンクリート

№１セル 

３３ＰＢｑ ６２１ＴＢｑ 

注 １）

（ 燃 料 棒 ９

本相当） 

 

 

 

 

 

５５ｋｇ ３６０ｋ

ｇ 

１０ｋｇ 注 ２） １ｋｇ １１

ｋｇ 

１ｋｇ 

コンクリート

№２セル 

３３ＰＢｑ ６２１ＴＢｑ 

注 １）

（ 燃 料 棒 ９

本相当） 

コンクリート

№３セル 

３．７ＰＢｑ １３８ＴＢｑ 

注 １）

（ 燃 料 棒 ２

本相当） 

コンクリート

№４セル 

１．１ＰＢｑ ８５ＴＢｑ 注

１）

コンクリート

№５セル 

１．１ＰＢｑ ８５ＴＢｑ 注

１）

コンクリート

№６セル 

８５ＴＢｑ ８５ＴＢｑ 

コンクリート

№７セル 

８５ＴＢｑ ８５ＴＢｑ 

コンクリート

№８セル 

８５ＴＢｑ ８５ＴＢｑ 

顕微鏡鉛№１

セル

３．７ＴＢｑ ３．７ＴＢｑ 

顕微鏡鉛№２

セル

３．７ＴＢｑ ３．７ＴＢｑ 

顕微鏡鉛№３

セル

３．７ＴＢｑ ３．７ＴＢｑ 

顕微鏡鉛№４

セル

３．７ＴＢｑ ３．７ＴＢｑ 

遮へい型Ｘ線

マイクロアナ

ライザー

７４ＧＢｑ ７４ＧＢｑ 

― 

注１）高燃焼度燃料使用時において他試料を同時に取扱う場合、合計の取扱量が高燃焼度燃料

取扱量を超えて使用しない。 

注２）濃縮ウラン（２０％以上）については年間予定数量を超えて使用しない。 

別表第２～別表第４ （省略） 

別表第１ 核燃料物質の最大取扱量（第６条関係） 

使用場所 最大取扱量 １１０ＧＷｄ

／ｔ－Ｕ 

高燃焼度燃

料取扱量 

天然ウラン 劣化ウラ

ン 

濃縮ウラン（U-235) プルト

ニウム

トリ

ウム

ウラン－

２３３ ５ ％ 

未満 

５ ％ 以

上 

２ ０ ％

未満 

２０％

以上 

コンクリート

№１セル 

３３ＰＢｑ ６２１ＴＢｑ 

注 １）

（燃料棒９

本相当） 

 

 

 

 

 

５５ｋｇ ３６０ｋ

ｇ 

１０ｋｇ 注 ２） １ｋｇ １１

ｋｇ 

１ｋｇ 

コンクリート

№２セル 

３３ＰＢｑ ６２１ＴＢｑ 

注 １）

（燃料棒９

本相当） 

コンクリート

№３セル 

３．７ＰＢｑ １３８ＴＢｑ 

注 １）

（燃料棒２

本相当） 

コンクリート

№４セル 

１．１ＰＢｑ ８５ＴＢｑ 

注 １）

コンクリート

№５セル 

１．１ＰＢｑ ８５ＴＢｑ 

注 １）

コンクリート

№６セル 

８５ＴＢｑ ８５ＴＢｑ 

コンクリート

№７セル 

８５ＴＢｑ ８５ＴＢｑ 

コンクリート

№８セル 

８５ＴＢｑ ８５ＴＢｑ 

顕微鏡鉛№１

セル

３．７ＴＢｑ ３．７ＴＢｑ 

顕微鏡鉛№２

セル

３．７ＴＢｑ ３．７ＴＢｑ 

顕微鏡鉛№３

セル

３．７ＴＢｑ ３．７ＴＢｑ 

顕微鏡鉛№４

セル

３．７ＴＢｑ ３．７ＴＢｑ 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

注１）高燃焼度燃料使用時において他試料を同時に取扱う場合、合計の取扱量が高燃焼度燃料

取扱量を超えて使用しない。 

注２）濃縮ウラン（２０％以上）については年間予定数量を超えて使用しない。 

別表第２～別表第４ （変更なし） 

記載の適正化に係る変更 

核燃料物質使用変更許可と

の整合（使用目的の変更に伴

い今後使用しない機器の削

除） 
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変更前 変更後 備考 

別表第５ 作業開始前及び作業終了後の点検（第１０条関係） 

区分 設備等 点検項目 

本体施設 セル等 (1) 負圧が正常に維持されていること。

(2) しゃへい扉、ハッチ等が閉鎖状態にあること。

インセルモニタ 指示値が正常であること。 

特定施設 電源設備 電圧、電流、電力等が正常であること。 

気体廃棄設備 電流、操作機器等が正常であること。 

液体廃棄設備 (1) 警報水位以下であること。

(2) バルブ等が正常であること。

別表第６～別表第７ （省略） 

別表第５ 作業開始前及び作業終了後の点検（第１０条関係） 

区分 設備等 点検項目 

本体施設 セル等 (1) 負圧が正常に維持されていること。

(2) 遮蔽扉、ハッチ等が閉鎖状態にあること。

インセルモニタ 指示値が正常であること。 

特定施設 電源設備 電圧、電流、電力等が正常であること。 

気体廃棄設備 電流、操作機器等が正常であること。 

液体廃棄設備 (1) 警報水位以下であること。

(2) バルブ等が正常であること。

別表第６～別表第７ （変更なし） 

別表第７の２ 使用を終了した維持管理中の設備の管理（第１６条の２関係） 
セル、部屋の名称 使用を終了した維持管理中の設備 数量 点検項目 頻度 

コンクリート№１セル 溶接装置 1 式 

使用を終了した

維 持 管 理 中 の

設備について電

源遮断等、核燃

料 物 質 の 使 用

の 禁 止 表 示 が

行われているこ

と。 

１ 回

／月 

キャプセル試料組込装置 1 式 

外観写真撮影装置 1 式 

放射能測定装置 1 式 

ペリスコープ 1 式 

コンクリート№３セル Ⅹ線撮影装置 1 式 

γスキャニング装置 1 式 

ステレオスコープ 1 式 

コンクリート№４セル 渦電流探傷試験装置 1 式 

ギャップ測定装置 1 式 

ＮａＫ処理装置 1 式 

コンクリート№５セル 燃料棒寸法測定装置 1 式 

穿孔装置 1 式 

ＦＰガス捕集装置 1 式 

リークロケータ― 1 式 

質量分析装置 1 式 

真空蒸着装置 1 式 

試料移送装置 1 式 

コンクリート№６セル ペリスコープ 1 式 

密度測定装置 1 式 

重量測定装置 1 式 

コンクリート№７セル ペリスコープ 1 式 

ペレット中心孔加工装置 1 式 

コンクリート№８セル マイクロカッター 1 式 

研磨機 1 式 

超音波洗浄器 1 式 

電解研磨装置 1 式 

乾燥機 1 式 

流し 1 式 

ステレオスコープ 1 式 

コンベア装置 1 式 

顕微鏡鉛№１セル 金属顕微鏡 1 式 

顕微鏡鉛№２セル 金属顕微鏡 1 式 

顕微鏡鉛№３セル 低倍率顕微鏡 1 式 

硬さ試験機 1 式 

顕微鏡鉛№４セル マイクロγスキャニング装置 1 式 

№３カナル キャプセル試料組込装置 1 式 

ＸＭＡ試験室 遮へい型Ｘ線マイクロアナライザー装置 1 式 

記載の適正化に係る変更 

核燃料物質使用変更許可と

の整合（使用施設の設備のう

ち、使用を終了した維持管理

中の設備の管理の追加） 
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変更前 変更後 備考 

第７編 燃料研究棟の管理 

第１条～第５条 （省略） 

（使用施設の使用上の制限） 

第６条 燃料研究施設保全課長は、別表第１の１及び別表第１の２に掲げるところにより、使

用場所ごとに定められた核燃料物質の最大取扱量を超えて使用してはならない。 

２ 燃料研究施設保全課長は、グローブボックス又はグローブボックス群ごとに前項の核燃料

物質の種類及び使用制限量を表示する。 

３ 燃料研究施設保全課長は、漏えいするおそれのある粉末の核燃料物質の量を抑制するため

に、容器に収納されていない粉末の核燃料物質を扱う際には、プルトニウム及びウランの合

計量が施設全体で１００ｇ以下となるように管理する。 

４ 燃料研究施設保全課長は、核燃料物質を貯蔵した容器を開封する場合には気密設備である

グローブボックスにおいて行う。 

５ 燃料研究施設保全課長は、プルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器（以下この条において「貯

蔵容器」という。）の開封点検及び貯蔵容器内の試料（以下この条において「試料」とい

う。）の安定化処理が完了するまでは、試料が第１編第４条の２の｢核燃料物質の取扱いに

関する管理基準」を満たしていないため、施設内の試料の移動作業、試料のバッグイン及び

バッグアウト作業、調整及び点検並びに安定化処理におけるグローブボックス作業におい

て、次の各号に掲げる事項を遵守する。 

(1) 作業員は全面マスクを着用して内部被ばくの防止の措置を講ずる。

(2) 貯蔵容器をグローブボックスからバッグアウトする際は、貯蔵容器表面の汚染検査を

行い汚染が無いことを確認する。 

(3) 貯蔵容器の移動に当たっては、第２０条第４項に基づき所定の運搬車により行う。ま

た、試料のバッグアウト時には金属容器表面及びバッグ表面の汚染検査を行うとともに、

金属容器を金属製の気密容器に収納した上で移動する。 

(4) 安定化処理における加熱時は、消火剤を設置する等の火災対策を行うとともに、常時

監視を実施して安全を確保する。 

(5) 作業に応じて別表第１の３で必要とされる十分な力量を有する者を作業に充てる。

（フード及び１０８号室の保安措置）

第６条の２ 燃料研究施設保全課長は、フード及び１０８号室のグローブボックスにおける核

燃料物質の取扱いを止め、核燃料物質を取り扱わない設備として核燃料物質の使用禁止の表

示を行う。また、１０８号室内の固定された汚染箇所について、第２条に定める手引により

定期的に点検する。 

（貯蔵容器開封点検に係る施設外への搬出前点検） 

第６条の３ 燃料研究施設保全課長は、搬出前に貯蔵容器の外観検査、ボルトの締付確認及び

汚染検査を行う。 

第７条 （省略） 

第７編 燃料研究棟の管理 

第１条～第５条 （変更なし） 

（使用施設の使用上の制限） 

第６条 燃料研究施設保全課長は、別表第１の１及び別表第１の２に掲げるところにより、使

用場所ごとに定められた核燃料物質の最大取扱量を超えて使用してはならない。 

２ 燃料研究施設保全課長は、グローブボックス又はグローブボックス群ごとに前項の核燃料

物質の種類及び使用制限量を表示する。 

３ 燃料研究施設保全課長は、漏えいするおそれのある粉末の核燃料物質の量を抑制するため

に、容器に収納されていない粉末の核燃料物質を扱う際には、プルトニウム及びウランの合

計量が施設全体で１００ｇ以下となるように管理する。 

４ 燃料研究施設保全課長は、核燃料物質を貯蔵した容器を開封する場合には気密設備である

グローブボックスにおいて行う。 

５ 燃料研究施設保全課長は、酸化物原料粉をＰｕ＋２３５Ｕ量で２２０ｇを超えて封入してい

る９個のプルトニウム・濃縮ウラン貯蔵容器（以下この条において「貯蔵容器」という。）

について、重量を２２０ｇ以下とするために行う貯蔵容器内の金属容器を詰め替える作業に

おいて、次の各号に掲げる事項を遵守する。 

(1) 作業員は全面マスクを着用して内部被ばくの防止の措置を講ずる。

(2) 貯蔵容器の移動に当たっては、第２０条第４項に基づき所定の運搬車により行う。

(3) 貯蔵容器の開封は９１１－Ｄグローブボックス内で行い、貯蔵容器から取り出した金属

容器の開封を行わない。 

(4) ９１１－Ｄグローブボックスで取り扱う貯蔵容器は、空容器を含め 1 容器のみとする。 

(5) ９１１－Ｄグローブボックス設置場所である１０９号室内で、その他の核燃料物質を同

時使用しない。 

なお、９個の貯蔵容器は、以下の識別番号（容器番号）を対象とする。 

P008-029（1029）、P008-030（1030）、P008-035（1035）、 

P008-036（1036）、P008-037（1037）、P008-038（1038）、 

P008-039（1039）、P008-040（1040）、Z502-052（1052） 

 貯蔵容器から取り出した金属容器は、それぞれ以下の識別番号（容器番号）の貯蔵容器に

収納する。 

P008-042（1042）、P008-044（1044）、P008-045（1045）、 

P008-047（1047）、P008-048（1048）、P008-049（1049）、 

P008-050（1050）、P008-051（1051）、Z502-053（1053） 

（核燃料物質を取り扱わない維持管理設備及び１０８号室の保安措置） 

第６条の２ 燃料研究施設保全課長は、別表第１の３に掲げるフード及びグローブボックスの

核燃料物質を取り扱わない維持管理設備について核燃料物質の使用禁止の表示を行う。 

２ １０８号室内の固定された汚染箇所について、第２条に定める手引により定期的に点検す

る。 

（削る） 

第７条 （変更なし） 

作業が終了したため貯蔵容

器の開封点検に係る記載を

削除 

金属容器詰替え作業に係る

記載を追記 

核燃料物質を取り扱わない

維持管理設備の追加に伴う

見直し 

作業が終了したため貯蔵容

器の開封点検に係る条文を

削る 
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変更前 変更後 備考 

（負圧の維持） 

第８条 燃料研究施設保全課長は、別表第３に掲げるところにより負圧を維持する。ただし、

検査、補修又は改造等を行う場合において、燃料材料開発部長の承認を受けたときは、この

限りでない。 

２ 燃料研究施設保全課長は、グローブボックスの内部の負圧を室内に対し９０Ｐａ以上４９

０Ｐａ以下に維持しなければならない。ただし、検査、補修又は改造等を行う場合において、

燃料材料開発部長の承認を受けたときは、この限りでない。 

３ 燃料材料開発部長は、第１項及び前項のただし書きの承認を行おうとするときは、核燃料

取扱主務者の同意を得る。 

４ 燃料研究施設保全課長は、第１項及び第２項のただし書きの規定により、負圧の維持が行

われないときは、排気設備、グローブボックス等の汚染が外部へ拡大しないための措置を講

じる。 

第９条～第１３条の２ （省略） 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第１３条の３ 燃料研究施設保全課長及び放射線管理第２課長は、前条の施設管理目標を踏ま

え、所掌する設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定す

る。 

２ 燃料研究施設保全課長は、前項の定量的な施設管理目標を取りまとめ、放射線管理部長の

確認を受けたのちに、燃料材料開発部長の承認を得る。これを変更しようとするときも、同

様とする。 

３ 燃料材料開発部長は、前項の承認をしようとするときは、核燃料取扱主務者の同意を得

る。 

４ 燃料研究施設保全課長は、第２項の承認を得たときは、放射線管理第２課長に通知する。 

第１３条の４～第２５条 （省略） 

（負圧の維持） 

第８条 燃料研究施設保全課長は、別表第３に掲げるところにより負圧を維持する。ただし、

検査、補修又は改造等を行う場合において、燃料材料開発部長の承認を受けたときは、この

限りでない。 

２ 燃料研究施設保全課長は、グローブボックス（核燃料物質を取り扱わない維持管理設備を

含む。）については内部の負圧を室内に対し９０Ｐａ以上４９０Ｐａ以下に維持しなければ

ならない。フードについては吸引状態を維持しなければならない。ただし、検査、補修又は

改造等を行う場合において、燃料材料開発部長の承認を受けたときは、この限りでない。 

３ 燃料材料開発部長は、第１項及び前項のただし書きの承認を行おうとするときは、核燃料

取扱主務者の同意を得る。 

４ 燃料研究施設保全課長は、第１項及び第２項のただし書きの規定により、負圧の維持が行

われないときは、排気設備、グローブボックス等の汚染が外部へ拡大しないための措置を講

じる。 

第９条～第１３条の２ （変更なし） 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第１３条の３ 燃料研究施設保全課長及び放射線管理第２課長は、前条の施設管理目標を踏ま

え、所掌する設備・機器（核燃料物質を取り扱わない維持管理設備を含む。以下第７編にお

いて同じ。）のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定する。 

２ 燃料研究施設保全課長は、前項の定量的な施設管理目標を取りまとめ、放射線管理部長の

確認を受けたのちに、燃料材料開発部長の承認を得る。これを変更しようとするときも、同

様とする。 

３ 燃料材料開発部長は、前項の承認をしようとするときは、核燃料取扱主務者の同意を得

る。 

４ 燃料研究施設保全課長は、第２項の承認を得たときは、放射線管理第２課長に通知する。 

第１３条の４～第２５条 （変更なし） 

第７章 放射性廃棄物でない廃棄物の管理 

（放射性廃棄物でない廃棄物の管理） 

第２６条 燃料研究施設保全課長は、管理区域内に設置されている設備等を構成している金属、

コンクリート、ガラス、プラスチック等（以下「資材等」という。）を、核燃料物質及び核

燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものでない廃棄物（以下「放射性廃棄物

でない廃棄物」という。）とする場合は、次の各号に掲げる措置を講じて燃料材料開発部長

の承認を得る。 

(1) 使用履歴の記録等が管理されている資材等については、管理された使用履歴、設置状

況の記録等により汚染がないことを確認する。 

(2) 汚染された資材等については、その汚染部位の特定・分離を行う。

(3) 適切な測定方法により念のための放射線測定を行い、汚染がないことを確認する。

２ 燃料材料開発部長は、前項の承認をしようとする場合は、あらかじめ放射線管理第２課長

の同意を得る。 

３ 燃料研究施設保全課長は、第１項で承認を得た放射性廃棄物でない廃棄物について、管理

区域から搬出するまでの間、放射性廃棄物との混在防止の措置及び汚染を防止するための措

置を講ずる。 

核燃料物質を取り扱わない

維持管理設備の管理に係る

表記の見直し 

核燃料物質を取り扱わない

維持管理設備の管理に係る

表記の見直し 

燃料棒貯蔵棚の解体・撤去に

伴い放射性廃棄物でない廃

棄物の管理に係る条文を追

記 
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変更前 変更後 備考 

別表第１の１ 最大取扱量（グローブボックス）（第６条、第２０条関係） 

グローブボ

ックス 

Ｐｕ 

＋２３５Ｕ 

（ｇ） 

Ｕ＋Ｔｈ 

（ｇ） 

ユニットにおけ

るＰｕ＋２３５Ｕ

（ｇ） 

グローブボ

ックス 

Ｐｕ 

＋２３５Ｕ 

（ｇ） 

Ｕ＋Ｔｈ 

（ｇ） 

ユニットにおけ

るＰｕ＋２３５Ｕ 

（ｇ） 

１０１－Ｄ ２２０ ８８０ 

２２０ 

２０２－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ 

１０２－Ｄ ２２０ ８８０ ２１１－Ｗ ５０ ２００ ２２０ 

１０３－Ｄ ２２０ ８８０ ２１２－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ 

１０４－Ｄ ２２０ ８８０ ３０１－Ｄ ２２０ ８８０ 

２２０ １０５－Ｄ ２２０ ８８０ ３０２－Ｄ ２０ ８０ 

１０６－Ｄ ２２０ ８８０ ３０３－Ｄ ２０ ８０ 

１０７－Ｄ ２２０ ８８０ ７０１－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ 

１０８－Ｄ ２２０ ８８０ ７０２－Ｄ ２０ ８０ 

１１３－Ｄ ２２０ ８８０ 

２２０ 

７１１－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ 

１１４－Ｄ ２２０ ８８０ ８０１－Ｗ ０ ０   ０ 

１１５－Ｄ ２２０ ８８０ ８０２－Ｗ ０ ０ 

１２３－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ ８１１－Ｄ ０ ０   ０ 

１２４－Ｄ ２２０ ８８０ ８１２－Ｄ ０ ０ 

１３１－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ ８２１－Ｄ ０ ０   ０ 

１３２－Ｄ ２２０ ８８０ ９０１－Ｄ １１０ ４４０ ２２０ 

１４２－Ｄ １００ ４００ ２２０ ９０２－Ｄ １１０ ４４０ 

１４３－Ｗ １００ ４００ ９１１－Ｄ １１０ ４４０ ２２０ 

２０１－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ ９１２－Ｄ １１０ ４４０ 

（注）・表中のＵは天然ウラン及び劣化ウランとする。 

・表中のユニットは臨界安全管理上の単一ユニットであり、そのＰｕ＋２３５Ｕ量は核

的制限値とする。

別表第１の２ 最大取扱量（実験室等）（第６条、第２０条関係） 

使用場所 Ｐｕ＋２３５Ｕ（ｇ） Ｕ＋Ｔｈ（ｇ） 備考 

１０５号室 ３０ １２０ 廃液一時保管（密封） 

１１２号室 ３０ １２０ 廃棄物非破壊計量（密封） 

（注）・表中のＵは天然ウラン及び劣化ウランとする。 

・１０５号室は単一ユニットであり、Ｐｕ＋２３５Ｕ量は核的制限値とする。

別表第１の１ 最大取扱量（グローブボックス）（第６条、第２０条関係） 

グローブボ

ックス 

Ｐｕ 

＋２３５Ｕ 

（ｇ） 

Ｕ＋Ｔｈ 

（ｇ） 

ユニットにおけ

るＰｕ＋２３５Ｕ

（ｇ） 

グローブボ

ックス 

Ｐｕ 

＋２３５Ｕ 

（ｇ） 

Ｕ＋Ｔｈ 

（ｇ） 

ユニットにおけ

るＰｕ＋２３５Ｕ

（ｇ） 

（削る） （削る） 

２１１－Ｗ ５０ ２００ ５０ 

（削る） 

３０１－Ｄ ２２０ ８８０ 

２２０ ３０２－Ｄ ２０ ８０ 

３０３－Ｄ ２０ ８０ 

７０１－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ 

７０２－Ｄ ２０ ８０ 

１１３－Ｄ ２２０ ８８０ 

２２０ 

（削る） 

１１４－Ｄ ２２０ ８８０ 

１１５－Ｄ ２２０ ８８０ 

（削る） 

１３１－Ｄ ２２０ ８８０ ２２０ 

１３２－Ｄ ２２０ ８８０ 

（削る） 

１４３－Ｗ １００ ４００ １００ ９１１－Ｄ ３００ ４４０ ３００ 

（削る） （削る） 

（注）・表中のＵは天然ウラン及び劣化ウランとする。 

・表中のユニットは臨界安全管理上の単一ユニットであり、そのＰｕ＋２３５Ｕ量は核的

制限値とする。

別表第１の２ 最大取扱量（実験室等）（第６条、第２０条関係） 

使用場所 Ｐｕ＋２３５Ｕ（ｇ） Ｕ＋Ｔｈ（ｇ） 備考 

１０５号室 ３０ １２０ 廃液一時保管（密封） 

１１１号室 ３０ １２０ 廃棄物非破壊計量（密封） 

（注）・表中のＵは天然ウラン及び劣化ウランとする。 

・１０５号室は単一ユニットであり、Ｐｕ＋２３５Ｕ量は核的制限値とする。

核燃料物質を取り扱わない

維持管理設備とするグロー

ブボックスの記載の見直し

（以下同じ） 

金属容器詰替え作業のため

911-Dの最大取扱量の記載の

変更

保管廃棄施設の追加に伴う

使用場所の変更 
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変更前 変更後 備考 

別表第１の３ 開封点検及び安定化処理に関する作業における作業員の力量（第６条関係） 

評価項目 移動作業 

バッグイン・ 

バッグアウト 

作業 

調整及び点検 安定化処理 

グローブボックス作業 

（１３１-Ｄ ＧＢ） 

○ ○ 

グローブボックス作業 

（７１１-Ｄ ＧＢ） 

○ ○ 

グローブボックス作業 

（９１１-Ｄ ＧＢ） 

○ ○ 

酸化還元炉の取扱い ○ 

プルトニウム、濃縮ウラン

貯蔵容器の取扱い 

○ ○ ○ 

プルトニウム、濃縮ウラン

管理区域内運搬車の取扱い 

○ 

核燃料物質等の臨界管理 ○ ○ ○ ○ 

核燃料物質の取扱い ○ ○ ○ ○ 

放射線作業の管理 ○ ○ ○ ○ 

非常の場合に採るべき措置 ○ ○ ○ ○ 

現場作業の安全確保 ○ ○ ○ ○ 

グリーンハウスの設置 ○ ○ ○ ○ 

別表第２ 警報装置の作動条件（第７条関係） 

区分 警報装置 作動条件 

本体施設 
グローブボックス内負圧 室内に対し５０Ｐａ以下及び５４０Ｐａ以上 

グローブボックス内温度 ６０℃以上 

実験室内水素濃度 １％超過 

特定施設 
非常用電源 非常用電源異常停止 

排気第１系統ダクト内負圧 室内に対し７８０Ｐａ以下 

廃液貯槽（№１、№２） 容積の９０％以上 

圧縮空気圧力 ０．４９ＭＰａ以下 

別表第１の３ フード及びグローブボックスの核燃料物質を取り扱わない維持管理設備（第６

条の２関係） 

設置場所 核燃料物質を取り扱わない維持管理設備の名称 

１０１号室 
グローブ 

ボックス 

１０１－Ｄ、１０２－Ｄ、１０３－Ｄ、 

１０４－Ｄ、１０５－Ｄ、１０６－Ｄ、 

１０７－Ｄ、１０８－Ｄ、１２３－Ｄ、 

１２４－Ｄ、１４２－Ｄ 

１０２号室 
グローブ 

ボックス 
２０１－Ｄ、２０２－Ｄ、２１２－Ｄ 

１０７号室 
グローブ 

ボックス 
７１１－Ｄ 

１０８号室 

グローブ 

ボックス 

８０１－Ｗ、８０２－Ｗ、８１１－Ｄ、 

８１２－Ｄ、８２１－Ｄ 

フード Ｈ－１ 

１０９号室 
グローブ 

ボックス 
９０１－Ｄ、９０２－Ｄ、９１２－Ｄ 

１１１号室 フード Ｈ－２、Ｈ－３ 

３３号室 フード Ｈ－４ 

別表第２ 警報装置の作動条件（第７条関係） 

区分 警報装置 作動条件 

本体施設 
グローブボックス＊内負圧 室内に対し５０Ｐａ以下及び５４０Ｐａ以上 

グローブボックス＊内温度 ６０℃以上 

実験室内水素濃度 １％超過 

特定施設 
非常用電源 非常用電源異常停止 

排気第１系統ダクト内負圧 室内に対し７８０Ｐａ以下 

廃液貯槽（№１、№２） 容積の９０％以上 

圧縮空気圧力 ０．４９ＭＰａ以下 

＊：核燃料物質を取り扱わない維持管理設備を含む。 

作業が終了したため貯蔵容

器の開封点検に係る別表を

削除 

第６条の２の核燃料物質を取

り扱わない維持管理設備の

対象を示す別表を追加 

核燃料物質を取り扱わない

維持管理設備の管理に係る

表記の見直し 
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変更前 変更後 備考 

別表第３ （省略） 

別表第４ 保安上重要な設備等（第９条、第１２条関係） 

区分 施設 設備等 

本体施設 使用施設 （1）グローブボックス

（2）警報装置

特定施設 廃棄施設 （1）気体廃棄設備

（2）液体廃棄設備

上記以外の施設 （1）電源設備

（2）空気圧縮設備

別表第５～別表第６ （省略） 

別表第７ 巡視（第１７条関係） 

区分 設備等 確認事項 ひん度 

本体施設 グローブボックス 負圧が正常に維持されていること。 １回／日 

特定施設 電源設備 表示灯、計器、機器温度等が正常であること。 １回／日 

気体廃棄設備 表示灯、計器、機器温度、ベルト、油量等が正常であること。 １回／日 

フィルタの差圧が正常であること。 １回／月 

液体廃棄設備 水量計の指示計、表示灯、貯槽及び各機器が正常であること。 １回／日 

空気圧縮設備 表示灯、計器、機器温度、ベルト、油量等が正常であること。 １回／日 

別表第８ （省略） 

別表第３ （変更なし） 

別表第４ 保安上重要な設備等（第９条、第１２条関係） 

区分 施設 設備等 

本体施設 使用施設 （1）グローブボックス＊

（2）警報装置

特定施設 廃棄施設 （1）気体廃棄設備

（2）液体廃棄設備

上記以外の施設 （1）電源設備

（2）空気圧縮設備

＊：核燃料物質を取り扱わない維持管理設備を含む。 

別表第５～別表第６ （変更なし） 

別表第７ 巡視（第１７条関係） 

区分 設備等 確認事項 ひん度 

本体施設 グローブボックス＊ 負圧が正常に維持されていること。 １回／日 

特定施設 電源設備 表示灯、計器、機器温度等が正常であること。 １回／日 

気体廃棄設備 表示灯、計器、機器温度、ベルト、油量等が正常であること。 １回／日 

フィルタの差圧が正常であること。 １回／月 

液体廃棄設備 水量計の指示計、表示灯、貯槽及び各機器が正常であること。 １回／日 

空気圧縮設備 表示灯、計器、機器温度、ベルト、油量等が正常であること。 １回／日 

＊：核燃料物質を取り扱わない維持管理設備を含む。 

別表第８ （変更なし） 

核燃料物質を取り扱わない

維持管理設備の管理に係る

表記の見直し 

核燃料物質を取り扱わない

維持管理設備の管理に係る

表記の見直し 
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変更前 変更後 備考 

別表第９ 核燃料物質の貯蔵制限量（第１９条、第２０条関係） 
貯蔵設備 種類 形態 貯蔵箱１個に

格納する貯蔵

容器の数 

貯蔵容器１個に

対する（Ｐｕ＋ 

２３５Ｕ）貯蔵制 

限量 

貯蔵箱１個に

対する（Ｐｕ＋

２３５Ｕ）貯蔵制 

限量 

場所 設備 

名称 貯蔵箱 

№ 

 

貯蔵設備 種類 形態 ウラン又はトリウム貯蔵制限量

場所 設備 

［Ｐｕ＋２３５Ｕに係る貯蔵制限量は核的制限値である。また、Ｐｕ＋２３５Ｕの貯蔵箱は単

一ユニットである。］ 

別表第１０～別表第１２ （省略） 

別表第９ 核燃料物質の貯蔵制限量（第１９条、第２０条関係） 
貯蔵設備 種類 形態 貯蔵箱１個に

格納する貯蔵

容器の数 

貯蔵容器１個に

対する（Ｐｕ＋ 

２３５Ｕ）貯蔵制 

限量 

貯蔵箱１個に

対する（Ｐｕ＋

２３５Ｕ）貯蔵制 

限量 

場所 設備 

名称 貯蔵箱 

№ 

貯蔵設備 種類 形態 ウラン又はトリウム貯蔵制限量

場所 設備 

［Ｐｕ＋２３５Ｕに係る貯蔵制限量は核的制限値である。また、Ｐｕ＋２３５Ｕの貯蔵箱は単

一ユニットである。］ 

別表第１０～別表第１２ （変更なし） 

燃料棒貯蔵箱を撤去するた

め削る 
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変更前 変更後 備考 

保管廃棄施設の追加に伴う

変更 
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変更前 変更後 備考 

第８編 ＨＴＴＲの管理 

第１条～第２５条 （省略） 

別表第１～別表第１０ （省略） 

別図第１（その１）～別図第１（その７） （省略） 

第８編 ＨＴＴＲの管理 

第１条～第２５条 （変更なし） 

別表第１～別表第１０ （変更なし） 

別図第１（その１）～別図第１（その７） （変更なし） 

附 則 

 この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行する。ただし、

変更後の第７編別表第１の２に示す１１１号室の廃棄物非破壊計量及び別図に示す１１２号室

の保管廃棄施設は、使用前確認証の交付を受けた日の翌日から施行する。 

附則の追加 




